
『介護医療院』の重要事項説明書 

 
利用者に対する施設サービス提供にあたり、当事業者が利用者に説明すべき事項は次のとおりです。 

 
１ 事業所 （事業所番号 ２５Ｂ０５０００１４ ） 

事 業 者 の 名 称 医 療 法 人 恒 仁 会 
事 業 所 の 名 称 近江温泉病院介護医療院 
事 業 所 の 所 在 地 滋 賀 県 東 近 江 市 北 坂 町 ９ ６ ６ 番 地 
代 表 者 氏 名 理 事 長 小 山 威 夫 
電 話 番 号 ０７４９－４６－１１２５ 
Ｆ Ａ Ｘ 番 号 ０７４９－４６－０２６５ 

 
2 当事業者の在宅サービス 

事 業 の 種 類 
居宅介護支援事業所 
通所介護（緩和基準通所サービス（現行相当）） 
通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション） 
訪問リハビリテーション（介護予防訪問リハビリテーション） 
短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護） 

 
３ 事業の目的と運営方針 

施設の目的 

介護医療院とは、慢性期の医療と介護の必要ある方や介護度の高い方

が、長期療養生活を送られることを目的とし、「日常的な医学管理・看

取り・ターミナルケア」等の医療機能と「生活施設」としての機能を兼

ね備えた施設です。 

施設運営の方針 

１．  当該サービスの従事者は、利用者が可能な限り居宅においてそ

の有する能力に応じ自立した生活が営むことができるよう、介護、

医学的管理の下における看護及び機能訓練その他必要な医療並び

に日常生活上の世話を行ない、療養生活の質の向上及び利用者の

身体的及び精神的負担の軽減が図れるよう、利用者の立場に立っ

たサービスを提供する。 
２．  当該サービスの実施にあたっては、居宅介護支援事業者その他

保険医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携

に努めるとともに、関係市町村とも連携を図り、総合的なサービ

スの提供に努める。 
３．  当該サービスの従事者は、利用者の意思及び人格を尊重し、常

に利用者の立場に立って指定介護医療院施設サービスの提供に努

める。 

第三者評価の実施状況 無し 

 
４ 施設の概要 
 （１）居 室 利用定員 １２０名（６階・８階） 

居室の種類 室  数 面   積 １人あたり面積 
１人部屋 
２人部屋 
３人部屋 
４人部屋 

２室 
７室 
４室 

２３室 

２３．７５㎡ 
１０９．０３㎡ 
９０．７９㎡ 

７４３．８１㎡ 

１１．８７㎡ 
７．７６㎡ 
７．５６㎡ 
８．０８㎡ 

 
（２）主な設備 

施設の種類 数 面   積 １人あたり面積 
食  堂 
機能訓練室 
一般浴室 

２室 
２室 
２室 

１２８．１６㎡ 
６３６．９０㎡ 

９．７８㎡ 

１．０６㎡ 
５．３０㎡ 

 



機械浴室 
デイルーム 

特殊浴槽 
食堂と兼用 

２台 
１２８．１６㎡ 

 
 

 
５ 職員体制（主たる職員）                    2025年 ４月 １日 現在 

従業員の職種 常 勤 非常勤 資格内訳 
管 理 者 
医 師 
看 護 職 員 
介 護 職 員 
理 学 療 法 士 
作 業 療 法 士 
言 語 聴 覚 士 
介護支援専門員 
薬 剤 師 
栄 養 士 

１ 
６ 

２６ 
２３ 
２ 
２ 
２ 
４ 
３ 
５ 

 
９ 
５ 
３ 

 
 
看護師   ２５名・准看護師  １名  
介護福祉士 ２６名 
 
 
 
 
 
管理栄養士  ５名 

 
６ 施設サービスの概要 
（１） サービスの内容 
  食  事 
   栄養士の立てる献立表により、栄養と利用者の身体状況に配慮した食事を提供します。 
   （食事時間） 
    朝食 ８：００～ ・ 昼食 １２：００～ ・ 夕食 １８：００～ 
  入  浴 

    利用者の施設介護計画に応じて週２回入浴していただきますが、状態に応じ入浴回数が減少また

は清拭となる場合があります。 
  介  護 
   施設サービス計画に沿って下記の介護を行ないます。 
    着替え、排泄、食事等の介助、おむつ交換、体位交換、シーツ交換、施設内の移動付添い等 
  機能訓練 
   理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による利用者の状況に適した機能訓練を行ない、 
   身体機能の低下を防止するように努めます。 
（２） その他のサービス 

当施設では、介護以外で日常生活にかかるサービスをご利用いただけます。 
 

７ 利用料 
（１） 基本料金 

① Ⅰ型介護医療院サービス費（Ⅰ）     （地域区分 ７級地 １単位：１０．１４円） 
 単 位 １０割負担 １割負担 ２割負担 ３割負担 

Ⅰ型介護医療院 

サービス費（ⅱ） 

【多床室】 

 

（１日につき） 

要介護１ ８３３ ８,４４６円 ８４５円 １,６９０円 ２,５３４円 

要介護２ ９４３ ９,５６２円 ９５７円 １,９１３円 ２,８６９円 

要介護３ １,１８２ １１,９８５円 １,１９９円 ２,３９７円 ３,５９６円 

要介護４ １,２８３ １３,００９円 １,３０１円 ２,６０２円 ３,９０３円 

要介護５ １,３７５ １３,９４２円 １,３９５円 ２,７８９円 ４,１８３円 

外泊時費用       （１月に６日まで） ３６２ ３,６７０円 ３６７円 ７３４円 １,１０１円 

他科受診時費用     （１月に４日まで） ３６２ ３,６７０円 ３６７円 ７３４円 １,１０１円 

初期加算   (1日につき/入所から30日間） ３０ ３０４円 ３１円 ６１円 ９２円 

夜間勤務等看護（Ⅳ）     （1日につき） ７ ７０円 ７円 １４円 ２１円 



退所時栄養情報連携加算     (1月につき) ７０ ７０９円 ７１円 １４２円 ２１３円 

再入所時栄養連携加算 

(入所者1人につき1回) 
２００ ２０２８円 ２０３円 ４０６円 ６０９円 

退院前訪問指導加算 

(入院中1回又は2回を限度) 
４６０ ４,６６４円 ４６７円 ９３３円 １,４００円 

退院時情報提供加算Ⅰ 

(退院後の主治医に診療情報，心身の状況生

活歴の情報を提供) 

５００ ５,０７０円 ５０７円 １,０１４円 １,５２１円 

退院時情報提供加算Ⅱ 

(退院後の医療機関の医師に診療情報，心身

の状況生活歴の情報を提供) 

２５０ ２,５３５円 ２５４円 ５０７円 ７６１円 

退所前連携加算 

(居宅介護支援事業者と退院前から連携し、

情報提供とｻｰﾋﾞｽ調整) 

５００ ５,０７０円 ５０７円 １,０１４円 １,５２１円 

協力医療機関連携加算(1) (1月につき) 

(相談、新利用を行う体制と、緊急時に入院

を受け入れる体制を確保)、 

５０ ５０７円 ５１円 １０２円 １５３円 

協力医療機関連携加算(2) (1月につき) 

上記以外の協力医療機関と連携) 
５ ５０円 ５円 １０円 １５円 

ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算Ⅱ （1日につき） １８ １８２円 １９円 ３７円 ５５円 

栄養マネジメント強化加算 （1日につき） １１ １１１円 １２円 ２３円 ３４円 

経口移行加算        (1日につき) 

（計画書が作成された日から） 
２８ ２８３円 ２９円 ５７円 ８５円 

経口維持加算            （１月につき） ４００ ４,０５６円 ４０６円 ８１２円 １,２１７円 

療養食加算    （１回につき１日３回まで） ６ ６０円 ６円 １２円 １８円 

緊急時治療管理      （１日につき） 

（１月に１回、連続して３日を限度） 
５１８ ５,２５２円 ５２６円 １，０５１円 １,５７６円 

安全対策体制加算（入所初日に１回） ２０ ２０２円 ２１円 ４１円 ６１円 

高齢者施設等感染対策向上加算Ⅰ 

(1月につき） 
１０ １０１円 １１円 ２１円 ３１円 

高齢者施設等感染対策向上加算Ⅱ 

(1月につき） 
５ ５０円 5円 １０円 １５円 

新興感染症など施設療養費 

(1月に１回連続する５日を限度) 
２４０ ２,４３３円 ２４４円 ４８７円 ７３０円 

 
② 特別診療費                            （１単位：１０円） 

 単 位 １０割負担 １割負担 ２割負担 ３割負担 

感染対策指導管理      （１日につき） ６ ６０円 ６円 １２円 １８円 

褥瘡対策指導管理（Ⅰ）     （1日につき） ６ ６０円 ６円 １２円 １８円 

初期入所診療管理  (入所中１回又は2回） ２５０ ２,５００円 ２５０円 ５００円 ７５０円 

重症皮膚潰瘍管理指導     （１日につき） １８ １８０円 １８円 ３６円 ５４円 

医学情報提供(Ⅰ)    (他病院へ紹介時） ２２０ ２,２００円 ２２０円 ４４０円 ６６０円 



医学情報提供(Ⅱ)  (他診療所へ紹介時） ２９０ ２,９００円 ２９０円 ５８０円 ８７０円 

理学療法（Ⅰ）          (１回につき） 

入所後４月経過後は、11回以降70/100算定 
１２３ １,２３０円 １２３円 ２４６円 ３６９円 

理学療法ﾘﾊﾋﾞﾘ体制強化加算  

 （1回につき） 
３５ ３５０円 ３５円 ７０円 １０５円 

作業療法           （1回につき） 

入所後４月経過後は、11回以降70/100算定 
１２３ １,２３０円 １２３円 ２４６円 ３６９円 

作業療法ﾘﾊﾋﾞﾘ体制強化加算  

（1回につき） 
３５ ３５０円 ３５円 ７０円 １０５円 

言語聴覚療法              （1回につき） 

入所後４月経過後は、11回以降70/100算定 
２０３ ２,０３０円 ２０３円 ４０６円 ６０９円 

摂食機能療法              （1月に４回） ２０８ ２,０８０円 ２０８円 ４１６円 ６２４円 

短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ費      (1日につき)  

入所後３月以内 
２４０ ２,４００円 ２４０円 ４８０円 ７２０円 

 
③ 介護職員処遇改善加算 

介護職員処遇改善加算Ⅳ 
１月につき、所定単位①＋②により算定した単位の合計に、２．９％

を算定します。  

 
④  食   費  １日あたり  １，７８０円 
 介護保険負担限度額認定の方は、上記費用とは異なり、厚生労働大臣が定める負担限度額と 
 します。 
  第３段階 １日あたり ①６５０円  ②１，３６０円 
 第２段階 １日あたり ３９０円  第１段階 １日あたり ３００円 

 
 
⑤ 居 住 費  １日あたり    ６３０円 
 介護保険負担限度額認定の方は、上記費用とは異なり、厚生労働大臣が定める負担限度額と 
 します。 

第３段階 １日あたり ４３０円  
第２段階 １日あたり ４３０円  第１段階 １日あたり   ０円 

 
⑥ その他の料金 

   散髪代・理容代  １回 ２，８００円   おやつ代  １日 １００円 
   カミソリ（Ｔ型） １本    ５０円   死亡処置料  ３３，０００円 
 

※介護保険では、消費税は特別サービスを除いて原則非課税です。 
 
８ サービス内容に関する相談・苦情 

常 設 窓 口 近江温泉病院介護医療院 相談・苦情窓口 
電 話 番 号 ０７４９－４６－１１２５ 
相談・苦情受付担当者 川上、合原、飛田、辻尾、村地、平塚、大野   
相談・苦情受付責任者 看 護 部 長   名畑 富美江 
苦情解決責任者 事 務 長   小山  宣夫 
受 付 時 間 月曜日～金曜日  ９時 ～ １７時 

  
 施設サービス内容に関するご相談・苦情等があれば、相談・苦情受付担当者又は、職員にお申し 

出ください。 苦情対応には、「近江温泉病院苦情対応マニュアル」に沿って行ないます。 
  当院以外に、第三者機関へ苦情を伝えることが出来ます。 
 
 
 



  第三者機関 
  

東近江市 
長寿福祉課 

住  所 滋賀県東近江市八日市緑町１０－５ 
電話番号 ０７４８－２４－５６７８ 

滋賀県国民健康保険団体連合会 
介護保険関係苦情相談 

住  所 滋賀県大津市中央４丁目５－９ 
電話番号 ０７７－５１０－６６０５ 

滋賀県運営適正化委員会 
住  所 滋賀県草津市笠山７丁目８－１３８ 
電話番号 ０７７－５６７－４１０７ 

  
 苦情対応の流れ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
９ 身体拘束について 
  当院は利用者の人権を尊重して身体拘束は原則いたしません。但し、利用者の生命又は身体を 
 保護するための緊急やむを得ない場合、利用者本人や家族に対して、身体拘束の内容、目的、理 
 由、時間帯、期間等を説明し、同意後実施することがあります。 
 
１０ 事故発生時の対応 
  当院では、利用者の安心・安全を第一に考え運営を行なっておりますが、万が一事故が発生し 
 た場合は、ご家族に連絡を行なうとともに、誠実に対応させていただきます。 
 
１１ 当施設ご利用の際に留意いただく事項 

来 訪 ・ 面 会 
外 出 ・ 外 泊 

来訪者は、面会時間を厳守し、必ずその都度職員に届出てください。 
外出・外泊の際には「外出・外泊許可願」を記入の上、必ず事前に許可を 
得てください。 

喫 煙 ・ 飲 酒 敷地内・施設内は禁煙です。 飲酒もできません。 

迷惑行為など  
騒音等、他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮願います。また、むやみに 
他の利用者の居室等に立ち入らないようにしてください。 

所持品・現金等 
の管理 

盗難予防のため、貴重品、金銭はお持ちにならないようにしてください。 
万一盗難、紛失の場合には、一切の責任を負いませんのでご承知ください。 

 
１２ 非常災害時の対策 

非常時の対応  
別途定める「近江温泉病院消防計画・災害対応マニュアル」に沿った対応 
を行ないます。 

避難訓練及び  
防 災 設 備 

「近江温泉病院消防計画・災害対応マニュアル」に沿って、年２回以上の 
総合訓練、初期消火訓練を実施します。 
設備名称 
 スプリンクラー・防火扉・避難階段・屋内消火栓・自動火災報知機 
 自動通報装置・誘導灯・漏電警報機・非常用電源、並びに、カーテ 
 ン布団等は防煙性能のあるものを使用しています。 

消 防 計 画 等 消防署への届出日 平成２４年０６月０１日 

 
１３ 緊急時の対応方法 
  事業所は、利用者の病状が急変する等、緊急性を伴うとき、ご家族の方へ連絡する等、必要な 
 措置を講じます。  

協力医療機関 

利用者 

利用者家族 
苦情受付担当者 

苦情解決責任者 
関連部署 調査・解決

改善報告 

対応・返答 

苦情・相談 



医療法人恒仁会 近江温泉病院 
独立行政法人国立病院機構 東近江総合医療センター 
医療法人社団昴会 湖東記念病院 

 
１４ 虐待の防止の対応 
   当施設のサービスの提供に当たり、従業者又は利用者、家族等による虐待を受けたと思われる 

入所者を発見した場合は、速やかに、これを市等に通報します。 

虐待防止責任者 施設長 

相談窓口 東近江市福祉部 地域包括支援センター TEL 0748-24-5641 

 
 
１５ その他 
   当該重要事項説明書に記載されていない項目、または、内容に変更が生じた場合は、変更し 

た内容を説明し、同意をいただきます。 
 
 


